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論 文

近現代韓国学歴社会の形成

植 民地 期1)と アメ リカ軍 政期2)を 中心 に

全 炳 昊

要 旨

この小論 は,近 代韓国の学歴社会 の形成過 程を見る ことを目的 とす る。 その過程 の中で も特 に,近

代的な教育制度が具体的に実施 され始めた植 民地期 と解放 直後 のアメ リカ軍政期 を韓国 の学歴社会 が

強化 ・定着す る時期 と して想定 す る上で,そ の展開を見 てい きたい。

植民地期 の教育政策 は,従 来韓 国人が持 っていた教育 に対 す る欲求 をよ り強める結果を もた らした。

アメ リカ軍政期の教育政策 は,ア メ リカの対韓 国政策 に基 づいて抑圧 されて きた韓国民 たちの教育 へ

の欲求 にどのように答え られ るのか とい う形 で,教 育機会 の拡大 や大学 の再編 および増加 とい う具体

策を とって い く。

新 しい国家 の建設を支 え るための手段 として教育 の再編 が行 われるわけだが,こ こには植民地期 か

らの国や民族 に対す る認識 と教育 に対 する欲求 とい う歴史 が潜ん でい る。

キ ー ワー ド 学歴社会,教 育 に対す る欲求,植 民地期 の教育政策,

教育機会 の拡大

アメ リカ軍政期の教育政策,

1.は じ め に

韓国における学歴主義の源泉は根本的に儒教

的教育思想にあるが,そ れに基づいて形成され

る近代的な学歴社会は,植 民地期やアメリカ軍

政期の中で用いられる教育政策と制度 によって

さらに強化されることとなる。

韓国社会で教育に対する欲求が大きいのは,

何より韓国社会の根深い地位志向的な文化と関

連 している。っまり出世主義である。朝鮮時代

までの官僚貴族(両 班)社 会のなかで限 られた

官僚的地位を得る唯一の道は,科 挙試験3)に 合

格 し官職に就 くことである。このための競争は

激 しく,地 位獲得手段としての教育の価値はさ

らに高いものになるのである。それにこの試験

に応募できる身分はすでに限定されており,身

分上の制約によって出世のできない事情もあっ

て,教 育に対する欲求は昔か ら 「恨(ハ ン)」

として韓国人の心に刻まれていた。

植民地期に至っては,近 代教育が強力な出世

への道として浮かぶのだが,日 本人中心の教育

政策は韓国人の教育機会を細かく制限 していた

ので,こ のときもまた,教 育に向けられる欲求

は恨としてより一層っよく胸に刻まれることに

なる。解放と共に韓国語の教育が本格化 し,教

育機会も法的に平等になる。また義務教育の実

施 によって普通教育の普遍化 も可能になる。 し

か し,高 等教育が地位獲得のためのもっともな

手段だという意識 はその幅を広げていたのであ

る。植民地期にすでに少数の人が高等教育を受

け,ま た外国で高等教育を受けて帰 ってきた人

たちが社会の各部門で要職に就き,活 動 したこ

とが決定的な影響を及ぼしたのである。それに

韓国戦争が起 きた際には,大 学生に対する兵役

免除なども実施され,誰 もが子どもを大学に入

れようとする雰囲気になってきたのである。 こ

れにあわせた形で,次 々と新たな大学が急成長
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す るのである。

その後,1960年 代以来の高度経済成長を導 く

産業化は,社 会的な地位の獲得と上昇の通路 と

しての教育の機能を強化する結果を招 く。まず

は,過 去に比べて教育と職業との相関関係が密

接になり,大 学卒業者と高校以下卒業者 との賃

金の差が明 らかになった。また昇進機会の差 も

はっきりと出て くるなど,学 歴による社会的上

昇移動機会の不平等が制度化される現象 も現れ

る。 したがって,人 々の大学に対する意識 は一

層強 くなってきているが,政 府の大学定員政策

などはいまだに硬直性を抜け出せずにいて,進

学のための競争は激 しくなる一方である。それ

に頻繁に変る入試制度 は,大 学浪人を増やし競

争を過熱させる要因にもなっている。

最近,高 等教育の大衆化や膨張 といったこと

ばをよく耳にすることが出来るが,こ の中には

やはり高度化 した学歴社会が見え隠れているだ

ろう。これもまた,歪 んだ近現代の韓国歴史の

中にその根をさしていることと考えられる。

本稿は近代韓国の学歴社会の形成過程を見 る

ことを目的とする。その過程の中でも特に,近

代的な教育制度が具体的に実施 され始めた植民

地期 と解放直後のアメリカ軍政期を韓国の学歴

社会が強化 ・定着する時期として想定する上で,

その展開を見ていきたい。 したがって,こ こで
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図一1韓 国の高等教育機関への進学率の変動
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は,教 育政策史的な展開ではあるが,各 時期の

教育政策や教育状況を中心にその過程を時系列

的に見ていくことにする。

2.韓 国における学歴社会の意味

朝鮮時代で教育の意味は科挙に合格 し官吏に

なるためのものであった。科挙制は越職の性格

が強く,一 気に高い地位へ就 く利点を持 ってい

た。科挙応募の資格のある社会階層は科挙を通

じて社会的補償が十分与えられるため,教 育の

特性は科挙指向的な性格を強くもっようになる。

そして朝鮮末,身 分構造の変化は教育の社会的

意味をもっとも明 らかにするのである。 このよ

うな朝鮮時代の,全 体的な教育に関する社会文

化的特徴を要約 してみると次のようである。

①教育による地位志向的な性格の強化。教育

は科挙に受かるための一次的な手段であり,

一瞬にして社会的な補償を受けることが出

来 る長所をもっていた。

②文治主義的な性格が教育に対する信頼を与

える。支配ヤンバン(両 班)官 僚は儒教教

養を重視 し,自 分たちの特権維持のために

文化的イデオロギーを強化する。っまり,

文学を通 じて文化的な優位性を確保するこ

とによって科挙制や学校教育機関の中で彼

図 一2韓 国 の 高 等 教 育 機 関 在 学 生 数 の 変 動
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(資 料:韓 国 教 育統 計 年 報(2000,2002),MinistryofEducation,RepubllcofKorea,EducatlonInKQrea,

1956,1965,1984,p.20.)
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らの知識体系を反映することになる。 した

がって教育的意味は文学教養を重視する文

治主義的な傾向と相互関連するのである。

③教育を通 じて文化的な連帯感が創 られる。

同類意識に基づいて地位集団を形成するこ

とが出来,社 会的な利害関係が反映される

のである。

④教育は家族主義的な性格を反映する。官僚

的な地位を獲得 したことの意味を個人的な

次元ではなく,家 族中心の集団的な次元で

受け入れるか らである。っまり教育を通 じ

た地位の獲得は,家 門の存続と発展に影響

を及ぼす とのことである。4)

一般的に学歴主義は
,職 業,学 校教育,社 会

的威信 との関係において学歴が評価の基準をな

していることをいう。学歴主義は学歴が絶対的

な価値と見なされる信念体系になっているので

ある。

韓国の学歴主義 は,儒 教倫理の一っである

「忠」「孝」に基づいて形成される。科挙によっ

て官職に就き,家 門の名を揚げるということは

っまり,社 会的威信の高揚であり国家のための

忠である。

学歴社会とは,学 歴主義の支配的な社会を意

味する。社会成員の評価,選 抜,配 分の基準 と

して学歴を重視する学歴主義の成立や発展 は,

官庁,企 業,学 校などの近代的組織,ま たそこ

で働 く俸給生活者に代表される近代的職業の出

現と成長に深 くかかわっている。近代的な職業

や組織の急速な発展を特徴 とする産業社会の出

現は,そ の意味で学歴社会化する宿命を持 って

いるのである。高学歴化が進み,学 歴社会 とし

て成熟 した日本やアメリカでは,学 歴主義は組

織 と職業の世界だけではな く,日 常世界にまで

浸透 し,学 歴が評価の尺度や威信 として働いて

いる。そ してまた,社 会的に様々な病理的現象

を作 り上げている。

ドーアは,韓 国のような産業化が遅れて行わ
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れる後発国家であればあるほど,学 歴を通 じた

上昇移動の機会の増加,そ れのための学歴獲得

競争の激化,そ してその結果 としての学歴イン

フレーションという過程を短期間に経験す ると

いった後発効果論を提示 している。5)こ のよう

な ドーアの前提からは,韓 国で産業化が本格的

に進む1960年 代から学歴社会化が急 ピッチに進

められたということになる。 しか しここには,

すでに学歴社会化が進んでいた日本とアメリカ

による影響が少なくないことが韓国近代史の中

に事実として存在するだろう。

植民地期とアメリカ軍政期を通 じて,韓 国の

学歴主義がどのような影響を受け,ま たそれに

基づいて形成される韓国の学歴社会がどのよう

な変容の過程を持っのかを見ることが出来ると

考えられる。1960年 代以降,現 代韓国の学歴社

会化,そ して高等教育の膨張はその上で明 らか

になるだろう。

3.開 化 期 の教育政 策

開化期の教育政策の流れは,大 きく二っに分

けることが出来る。一つは,甲 午改革(1894)6)

を機に行われる朝鮮末期の新学制の導入や実施

の過程,も う一つは,日 本の影響力がだんだん

強 くなることによって導入 される植民地教育政

策の具体化過程である。 ここでは,そ の具体的

な内容と過程を主に高等教育を中心に見ていき

たい。

(1)新 学制の樹立と各級学校の成立

(1895^-1905)

高宗(1852-1919)7)は1895年,「 教育立国

詔書」を発表 し,従 来の儒教経典中心の伝統的

教育を控えて,世 界情勢に目を向けられる新 し

い教育の重要性を強調 した。高宗は近代的な国

家を立てる際に,教 育を国家中興に欠かせない

基本的な手段 として考え,新 しい教育実施に対

する強い意志をこの教育詔書に含めたのである。
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高宗はこの中で,教 育は国家保全の根本であり,

新教育は学問や技術を実用することのなかにあ

るとしている。教育立国の精神を挙げ,新 しい

学校 を広設 して人材を教育することがすなわち

民族中興と国家保全にまっす ぐっながっている

ことを力説 した。

この詔書によって政府は,様 々な近代的教育

法規を制定する。 これらの法規によって,漢 城

師範学校,外 国語学校,小 学校,医 学校,商 工

学校,中 学校,農 商工学校などの新 しい学校が

新設され,ま た成均館8)が 改編されて国家的な

水準での近代的な新教育が本格的に始まったの

である。従来,儒 教教育中心の最高教育機関で

あった成均館は,四 書五経や歴史,地 理,算 術

などの近代的な教科目を授業する高等教育機関

として生まれ変わるのである。

(2)日 本の干渉と高等教育の抑制

(1906^-1911)

日本は韓国を植民地化するために統監部を設

置 し(1906.2),韓 国において完全な植民地化

を進めるための教育の重要性を認識,韓 国人を

対象とす る教育に深 く関心を注 ぐ。 そ して,

1906年8月 に韓国の学制を全面的に改編 し,韓

国教育を植民地化教育に作 り上げる。その主な

政策は,愚 民化政策,日 本語教育の強化,親 日

教育の強化,日 本人教師の配置などに要約する

ことが出来る。愚民化政策 とは,韓 国民に対す

る日本人化,つ まり皇国臣民化のたあに行 った

政策の一般的な表現である。そして,日 本人に

対する韓国民の教育が差別的であったこともこ

こには含まれている。愚民化政策の実施は次の

ような具体的内容をもっ。

・学制改編によって,授 業年限を短縮。(小

学校6年 を4年 に,中 等教育期間を4年 に

固定)

・官立中学校を高等学校と称 し,終 結教育 と

する。(高 等教育の機会を制度的に制限)

・韓国人の高等教育機関の設立を不許。

・実業学校を作 り,単純技能者養成 に主力。9)

この時期の高等教育は,日 本の排除政策によっ

て,新 しい学校の設立は認められず,既 存の成

均館,医 学校,法 官養成所などの制限的な運営

だけが可能であった。

1)成 均館

成均館館制は統監部によって数回改正される

ことになる。そしてその改正の要旨は,入 学定

員の縮小制定や入学資格の制限,授 業科目の改

編に集中する(1909.4)。 まずは,入 学定員を

30名 に制限し,入 学年齢を20～30歳 に引 き下げ

る(従 来の20～40歳)。 学科科 目の中か らは,

経学を週34時 間の内,7時 間に制限 した。そし

て,そ の他に修身,国 語,日 本語,歴 史地理,

数学,理 科,図 画,法 制経済,体 操などの近代

的な教科目が中心になる。

2)法 官養成所 ・法学校

統監部 は従来の法官養成所を引き続き運営 し,

制度の面で数回の改編を行 う。1909年11月 には

法官養成所を法学校に改編 した。授業年限を3

年から2年 に引き下げ,対 象年齢 もまた35歳 に

制限する(従 来の20歳以上から)。法部所管だっ

た法官養成所を学部所管の法学校に移管改編 し,

法学校は法官になりそうな人だけを養成するこ

とを目的とすることになる。

3)医 学校

従来の官立医学校をそのまま残 し,あ る程度

の医学教育を実施する。一方,1907年 に官立医

学校を大韓医院教育部 に改編 し,1909年 にはま

た大韓医院教育部を大韓医院付属医学校 に改編

するなど医学教育機関を制度の面で数回改編す

る。

甲午改革以降,官 吏任命制度は数回に及ぶ法

規の新設や改正を通 じて,植 民地期まで個人の

佛大社会学 第27号(2002)
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表 一1官 ・公立学校卒業生 の進路現状1°) <%)

1906年 以前 1907 ・1: 1909 1910 計

官 公 吏 143(25.3) 50(35.7) 90(38.0) 96<33.3) 37(13.4) 416(27.6)

教 員 117(20.7) 34(24.3) 65(27.4) 92(31.9) 102(36.8) 410(27.2)

実 業 22(3.9) 9(6.4) 10(4.2) 49<17.0) 9(3.2) 99(6.6)

医 師 24(4.2) 13(9.3) 4(1.7) 0 0 41(2.7)

弁 護 士 4(0.7) 0 0 0 0 4(0.3)

家 業 82(14.5) 8(5.7) 15(6.3) 16<5.6) 2(0.7) 123(8.2)

他 校 入 学 6(1ユ) 5(3.6) 27(11.4) 12(4.2) 47(17.0) 97(6.4)

外 国 留 学 8(1.4) 4C2.9) 6(2.5) 1<0.3) 4(1.4) 23(1.5)

死 亡 45(8.0) 0 0 5<1.7) 0 50(3.3)

不 明 114(20.2) 17(12.1) 20(8.4) 17(5.9) 76(27.4) 244(16.2)

合 計 565(100.0) 140(100.0) 237(100.0) 288<100.0) 277(100.0) 1,507(100.0)

(資料:学 部(1910),韓 国教育 の現状,渡 部学,阿 部洋 編,

舎,pp.41～42)

日本植民地教育政策史料集成(朝 鮮編),第63巻,東 京:龍 溪書

能力や経歴としての学歴を重視する資格要件が

細分化,専 門化されていた。一般行政官僚であ

る普通文官の場合,1905年 を前後に学歴資格が

具体的な職業資格として明示され始めた。そし

て,そ の形態は一定の学歴に試験免除の特権を

与えると共に,任 用資格の条件として明示する

方式として制度化 していた。医師,法 官,教 員

などはその性格上,官 ・公立の特定学校出身者

によって独占される形で学歴資格の制度化が進

んだ。このような制度化過程では,官 立学校や

外国留学者に優先的で差別的な特権が徹底 して

与え られた。特に,官 立学校中心の特権付与は,

官 ・公立学校と私立学校 との社会的地位を差別

化することに,決 定的な要因になっている。

以上見てきたように開化期の韓国教育政策は,

その主体的な改革への努力はあったものの,っ

つ く日本の植民地支配政策のため,そ の実を見

ることが出来なかったのである。この時期の教

育政策においての特徴 は,大 きく二っの要因に

よって規定することが出来 る。一っは,近 代的

な教育改革への自主的力量の不足や内部の葛藤

という内的要因,そ してもう一っは,日 本の植

民地支配政策の浸透 という外的要因である。

4.植 民地期の教育政策

この時期の教育政策は,朝 鮮総督府によって

行われた4回 におよぶ朝鮮教育令の実施から見

て取 ることが出来 る。

1910年8月 に韓国を植民地とした日本は,朝

鮮総督府を設置し,そ の総督府によって1911年

に朝鮮教育令をはじめ,普 通学校規則,高 等普

通学校規則,女 子高等普通学校規則,実 業学校

規則,私 立学校規則などを制定 ・公布する。 ま

たたて続 きに専門学校規則(1915),改 正私立

学校規則(1915),教 員試験規則(1916),書 堂

規則(1916),教 員心得(1916)な どと教育に

関する法令や規則を制定 し,こ れ らに基づいて

韓国に対する植民地教育政策を進めていた。

ここでは,4回 に及ぶ朝鮮教育令の制定 ・公

布の過程やその内容を通 じて,こ の時期の教育

政策の内容を見ていきたい。

(1)第1次 朝鮮教育令執行期(1911～1922)

1910年代の植民地初期には,植 民地的な秩序

を維持するための植民地主義教育政策が,朝 鮮



26

教育令と私立学校規則に含まれている。これら

に基づいて韓国人に対する日本帝国臣民として

の教育が強力に進められた。第1次 朝鮮教育令

では,日 本語教育に重点をおきなが ら各級学校

の教育年限を縮小する。また高等教育への道は

差別的に制限される反面,実 業教育が強調され

たのである。

朝鮮総督府は,朝 鮮教育令のなかに韓国人の

ための高等教育機関として専門学校の設置根拠

を設けていた。専門学校規定は1915年 に制定さ

れ,1916年4月 になってようやく京城専修学校,

京城医学専門学校,京 城工業専門学校などの官

立専門学校を設置する。1918年 には水源農林専

門学校を設置する。そして,私 立専門学校とし

て延禧専門学校,セ ブランス連合医学専門学校,

京城高等商業学校に設立認可を出すのである。

1)官 立専門学校

朝鮮総督府は1916年4月,朝 鮮総督府専門学

校官制を制定 し,京 城専修学校,京 城医学専門

学校,京 城工業専門学校を朝鮮総督府所属の官

立専門学校とし,京 城工業専門学校に附属工業

専習所を設けて工業に関する技術を専習させた。

2)私 立専門学校と大学

朝鮮総督府は韓国人の高等教育機関として官

立専門学校を設置する一方,私 立学校規則を定

あて私立高等教育機関を規制する施策を進めた。

っまり総督府は,私 立高等教育機関においてそ

の維持,経 営を口実に,財 団法人に限ってその

設立を認めるという方針を作 り,財 団法人が構

成できなかった私立高等教育機関を各種学校に

格下げしたのである。第1次 朝鮮教育令執行期

に設置された私立高等教育機関としては,普 成

専門学校をはじめ,延 禧専門学校,セ ブランス

連合医学校,梨 花学堂大学部,崇 実大学,私 立

京城高等商業学校などがある。

(2)第2次 朝鮮教育令執行期(1922～1938)

1919年 の3・1独 立運動は韓国に対する日本

の植民地政策の変化をもたらした。 これによっ

て,教 育政策の変動 も余儀なくされる。そして

民族的な抵抗を緩めるための(文 化政治政策と

も言われる),い わば懐柔政策が行われる。植

民地政策全般の変更に伴 って,教 育政策 も表面

上の姿を変えることになる。

1922年 制定される第2次 朝鮮教育令に見て取

れることは次のようである。

・日本のものと同じような教育制度や教育

機関の拡充によって,日 本の教育をさら

に強化する。

・教育の目的が日本語習得にある。

・韓国に関する歴史的な事実や民族意識を

抹殺

・大学教育が認められたが,実 際に韓国人

には差別的である。

結局日本が植民地中期において韓国で執行し

た植民地教育政策は,表 面上,韓 国人の教育を

日本人の教育と同一水準に高めたようにみえる。

しか し学校教育の実際においては巧妙に差別さ

れたり,韓 国人設立の私立学校の成長を抑制 し

たり,む しろ同化教育をより本格化したもので

あった。

この時期の高等教育は,大 きく専門学校と大

学に分けられる。専門学校は設立主体別に官立

専門学校,公 立専門学校,私 立専門学校で,大

学は京城帝国大学を指す。まず専門学校の状況

か ら見ていきたい。

1)官 立専門学校

この時期に設置されていた官立専門学校は京

城法科専門学校をはじめ,京 城医学専門学校,

京城高等工業学校,水 源高等農林学校,京 城高

等商業学校などの5校 だが,前 の4校 は既存の

ものであって,京 城高等商業学校だけが新たに

官立専門学校として改編された学校である。 こ

佛大社会学 第27号(2002)
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表 一2官 立専門学校の状況(5校)(1925～1937) *()の 数 は外国人教 員数

年 度 学級数
教 員 数 学 生 数

韓 国人 日本 人 計 韓 国人 日本人 計

1925 31 6 138 147(3) 439 676 1,115

1926 38 8 125 135(2) 410 683 1,093

1927 37 7 113 120 382 709 1,091

1929 36 is 168 190(4) 372 806 1,178

1931 35 35 181 218(2) 353 837 1,190

1932 35 13 114 135(8) 347 829 1,176

1933 35 17 127 146(2) 351 837 1,188

1934 35 14 112 128(2) 318 671 989

1936 35 33 147 181(1) 412 828 1,240

1937 36 46 160 206 442 850 1,292

(資料:朝 鮮総督府学務局,朝 鮮諸学校一覧,朝 鮮教育要覧)

れら官立専門学校は学校別に規定を制定 し教育

を実施 したのである。

2)公 立専門学校

専門学校水準の教育を実施 した公立教育機関

としては,1920年 代に道立医学講習所が2ケ 所

設置されるが,1930年 代に入ってから統合され,

公立医学専門学校に改編される。

3)私 立専門学校

植民地中期に設置されていた私立専門学校は

あわせて8校 であるが,6校 は改編あるいは新

設のもので,2校 は既存の専門学校である。っ

まり,私 立専門学校としては1922年 に各種学校

だ った普成法律商業学校から改編された普成専

門学校,1925年 に各種学校の崇実大学か ら改編

された崇実専門学校 と,梨 花女子専門学校,

1929年 に京城歯科医学校から改編された京城歯

科医学専門学校,1930年 に仏教専修学校か ら改

編された中央仏教専門学校 と京城薬学専門学校

などがあり,既 存の延禧専門学校とセブランス

連合医学専門学校などがある。

4)京 城帝国大学

朝鮮総督府は,全 国的に広がる民立大学設立

運動を阻止するための方案を考えるうちに,

1920年12月 に朝鮮教育調査委員会を構成,こ こ

で民立大学に代替の出来 る官立大学の設立方案

を議論,1922年 第2次 朝鮮教育令のなかに官立

大学の設置根拠を設けるようになる。そして朝

鮮教育令に規定された大学設置の根拠に基づい

て1924年 に京城帝国大学を官立で設置する。っ

まり,日 本の作 った京城帝国大学は,当 時韓国

民によって進んでいた民立大学設立運動を抑圧

するためのものであった。

京城帝国大学の教授陣は,予 科のばあい日本

人だけで構成されているといっても過言ではな

いほどほとんどが日本人で構成 され,韓 国人教

授は1人 か2人 しかいなかった。学部のばあい

で も韓国人教授は,多 くて全体の25%に も及ぼ

ない。学生の状況を見ると,予 科のなかには日

本人がほとんどで,学 部の場合も日本人学生が

絶対多数を占めている。特に医学部の日本人学

生の割合が法文学部より,高 くなっている。
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表 一3京 城帝国大学予科状況(1924～1938) *()の 数 は外 国人教員数

年 度 学級数
教 員 数 学 生 数

韓 国 人 日本人 計 韓国 人 日本人 計

1924 4 一 14 14 44 124 168

1925 8 一 22 23(1) 71 238 304

1926 8 一 19 20(1) 103 225 328

1927 8 一 21 22(1) 104 204 308

1928 8 一 20 21(1) 112 202 314

1929 8 1 21 23(1) 109 186 295

1930 8 1 21 23(1) 86 216 302

1931 8 1 21 23(1) 152 373 525

1932 8 i 21 23(1) 110 214 324

1933 8 1 21 23(1) 97 217 314

1934 8 1 21 23(1) 109 200 309

1935 8 1 23 26(2) 112 197 309

1936 12 一 25 27(2) 159 288 447

1937 12 一 26 28(2) 165 296 461

1938 13 一 28 30(2) 185 329 514

(資料:朝 鮮総督府学務局,朝 鮮諸学校一覧,1932,1943)

(3)第3次 朝鮮教育令執行期(1938～1943)

日本は皇国臣民化 という植民地政策目標をた

て,韓 国および韓国国民を観念上抹殺すると共

に,内 線一体を強化 し,皇 国臣民化教育をより

強あるために1938年3月,第3次 朝鮮教育令を

制定する。そして学制を改編する。普通教育機

関として小学校,中 学校,高 等女学校,実 業教

育機関 として実業学校や実業補習学校,小 学校

教員養成機関 として師範学校,高 等教育機関と

して専門学校 と大学をそれぞれ置 くことにする。

朝鮮総督府は1941年3月 に国民学校令を制定

し,小 学校を国民学校に改名させ,1943年 には

中等学校令を制定 し,中 等学校の授業年限を5

年か ら4年 に引き下げるのである。また日本は

戦時に備えて1941年 か ら韓国の学制を改編する

ように方針を立て,ま ず専門学校以上の授業年

限を短縮 したのである。 これによって総督府は,

1941年 に専門学校以上の教育機関卒業者を3ケ

月早期卒業 させ,1942年 か らは6ケ 月に短縮さ

せた。そして総督府は専門学校の学則を改正 し

て,授 業年限を4年 か ら3年 に引き下げたので

ある。

(4)第4次 朝鮮教育令執行期(1943～1945)

朝鮮総督府は1943年3月 に第4次 朝鮮教育令

を制定 し,中 学校規定,高 等女学校規定,実 業

学校規定,実 業補習学校規定,師 範学校規定な

どを改正する。

第4次 朝鮮教育令は皇民化教育をより強化し,

韓国の学校教育を全面的に軍事 目的で勤あさせ

るためのものであった。っまり,学 生 らを戦争

に参加 させ,ま た後方の軍需支援に投入するた

めの人的資源を確保しようとする基本政策によっ

て,第4次 朝鮮教育令を制定 し,韓 国の学制を

またもや改編するのである。

戦時非常措置によって特に高等教育機関が大
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*()の 数は外国人教員数

年 度 学 部 別
学 級 ・

講 座 数

教 員 数 学 生 数

韓 国人 日本人 計 韓 国人 日本 人 計

1938

予 科 13 2 28 30 185 329 514

法文学部 49 11 93 105(1) 84 99 138

医 学 部 26 125 338 463 90 228 318

1939

予 科 13 2 32 34 204 338 542

法文学部 49 9 90 100(1) 一 238 238

医 学 部 26 145 311 456 105 213 318

1940

予 科 15 3 31 35(1) 205 336 541

法文学部 49 13 77 90 105 154 259

医 学 部 27 159 281 440 142 230 372

1941

予 科 16 2 36 38 219 395 614

法文学部 49 13 70 83 126 156 282

医 学 部 27 189 272 461 162 227 389

工 学 部 ・24 21 58 79 16 23 39

1942

予 科 16 2 38 40 201 442 643

法文学部 49 11 83 94 136 148 284

医 学 部 27 216 253 469 204 210 414

工 学 部 24 37 90 127 25 64 89

1943

予 科 18 2 37 40(1) 200 497 697

法文学部 49 10 70 80 127 146 273

医 学 部 27 245 226 471 170 203 373

工 学 部 39 54 99 153 38 95 133

(資料:朝 鮮総督 府学務局,朝 鮮諸学 校一覧,1943)

幅改編 されたが,具 体的には次のようである。

・京城帝国大学の予科は,文 科の定員を縮

小 し,理 科の定員を増やす こと。

・京城帝国大学の理工学部や医学部の定員

を増やす こと。

・理科系専門学校の拡充と文科系専門学校

の段階的な整理

・文科系女子専門学校の実務 レベルへの教

育内容の改善

・理科教員養成機関の拡充

以上のような戦時教育令によって,朝 鮮総督

府は1945年7月,各 級学校に学徒隊を結成 させ

て軍事教練や軍需支援作業に送 りつけたのであ

る。っまり,こ の時期の教育機関は,軍 事訓練

所,軍 事工場,労 働力を提供する労働者養成所

の性格を持っ ものとして再改編されたのである。

5.ア メ リカ軍政期の教育政策

(1)3つ の前提

アメリカ軍政期の教育政策を論ずるにあたっ

て,次 のようなことを考慮に入れなければなら

ない。
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1)植 民地教育政策の残存

解放 と共に植民地教育政策の影響力の断絶が

期待 されるが,現 実はそうではない。解放以降

も相当な期間,そ の影響力が広 く残っていたの

である。 このような事実は軍政期だけに止まる

ことなく,あ る面では現在にまでおよんでいる

とも言えるだろう。植民地教育政策の残存は36

年におよぶ教育の理念,制 度,内 容だけではな

く,教 育政策遂行の慣行のような表面的には見

られない側面の中にもその影響力を持っている。

2)解 放直後の韓国民の教育改革への要求

差別 と同化を本質 とする植民地教育政策は,

韓国民に自主的な教育の実現,教 育機会均等の

保障などの要求を持たせるように作用する。具

体的には,国 家負担による義務教育の実現や中

高等教育機会の拡大というものである。植民地

期に教育機会の制約や差別がそれほど深刻であっ

たことを表す。 ここで,ア メリカ軍政の教育政

策に影響を及ぼすもう一っの重要な要因が植民

地教育政策に対する韓国民の強い反発,つ まり

改革要求であることを知ることが出来る。

3)ア メ リカ軍政当局の教育政策基調とこ

れを規定するアメリカの対韓国政策

軍政 というのは,勝 戦国家の目的を達成する

ために敵国地域で実施する軍による政府のこと

をいう。 したがって,こ の時期,唯 一合法政府

である軍政以外の統治権力は認められないので

ある。 ここで軍政が,韓 国の教育現実をどのよ

うに認識 し,ど のような方向に再編 しようとし

たのか,ま たその動機が何であるのかといった

ことが,軍 政の教育政策を分析するときに決定

的な前提になるのである。

以上のように軍政期の教育政策では,ア メリ

カの政策意志が決定的で重要なことでありなが

らも,彼 らの意志だけが一方的に適用された結

果として捉えてはいけない。軍政の政策意志が

規定的な要因 として働いたことが事実ではある

もの の,前 述 の二 つ の要 因 との相互 作 用 の中で,

変 容 や 調 整 の過 程 を もつ の で あ る。 っ ま り,軍

政 期 の 教育 政 策 は植 民 地 教 育 政 策 の残 存,韓 国

民 の 教 育 改革 へ の意 志 と内 的力 量,統 治 権 力 と

して の ア メ リカ軍 政 の政 策 意 志 な ど が か み合 っ

て 働 いた結 果 と して現 れ る もの で あ る。

(2)ア メ リカ軍 政 期 の高 等 教 育 の再 編

以 上 で 見 て きた よ うに,植 民 地 期 の韓 国 人 の

高 等 教 育機 会 は極 力制 限 さ れ て いた。そ の結果,

教 育 機 会 の面 だ け で はな く,既 存 の大 学 に入 る

こ との 出 来 る韓 国人 もか な り少 な か った の で あ

る。 大 学教 員 の数 もま た,韓 国人 教 員 の割 合 が

日本 人 の そ れ よ り 目立 っ ほ ど の差 を見 せ て い る。

この よ うな状 況 か ら軍 政 初 期 の高 等 教 育 の変 化

は次 の よ うで あ る。

表 一5解 放 以降南韓 国地域 の高等教育機 関の変化

(1945^1947)

(資料:USAMGIKsouthkoreaninterimgovernmentac-

tivities,(no.31,april1948):文教部調査企画課,HUSA-

FIK(vo1.4))

解 放 当 時 の 南 韓 国 地 域 の 高等 教育 機 関 は官 立,

公 立,私 立 の 大 学 お よび 専 門 学 校 を あ わ せ て19

校 で あ った 。 この な か に公 費 で 運 営 した 高 等 教

育 機 関 は大 学1校,官 立 専 門 学 校7校,公 立 専

門 学 校2校 な ど全 部 で11校 で あ った 。 こ の な か

か ら国 立 ソ ウル 大 学 校 設 立 案 の改 編 対 象 で あ っ

た学 校 は,ソ ウル や そ の 周 辺 の あわ せ て10校 の

官 立,公 立 学 校 で あ った 。

国 立 ソウ ル大 学 校 設 立 の 目的 は,不 足 す る教
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年 度 学 校 数 教 員 数 学 生 数

1945.5192613,039

1945.12217537,110

1946.92197716,317

1946.10221,17017,909

1947.5241,07513,485

1947.9261,93819,241

1947.1129-22,086



授および施設などの人的,物 的資源を最大限活

用 し,国 家建設に必要な人力を大量に養成する

ことであった。散在する官,公 立学校を統合す

ることによって,学 生の受容力と教授の質を向

上させるとともに,国 家財政を効果的に利用で

きるとのことであった。一方,こ れにたいする

様々な批判もあったが,そ の批判の中心は,軍

政文教当局の独断であること,非 民主的行政運

用であること,大 学の官制化であることなどに

置かれている。

軍政庁文教部は国立 ソウル大学校を設置する

と共に,1946年9月 をもって専門学校を大学と

して昇格改編する。

(3)ア メリ力軍政期の教育政策の性格

解放 と共にアメリカ軍政当局は,教 育部門に

おいて様々な改革を行う。 ここには二っの側面

があるが,一 っは,軍 政の教育改革が従来の植

民地教育の官僚体制の中で行われた点である。

政治的な目的もあって,植 民地期の中央統制的

な教育官僚体制をそのまま用いたのである。二

っは,保 守的な韓国知識人 グループが改革の主

導的集団である 「朝鮮教育審議会」11)を構成す

ることである。教育の目標 として共同の理解や

国際的な友愛などを強調す ることは,韓 国に対

するアメリカ軍政の支配を国際的な友好 として

学生たちに理解 させるためのものであって,こ

の言葉の意味の中には,韓 国がアメリカとの国

際的な友好を維持す るためには第2次 世界大戦

以降のアメ リカ主導の新 しい世界秩序に適応す

べきであるという前提が含まれている。

この時期のもう一っの重要な教育制度上の定

着があったが,そ れが6-3-3制 の実施であ

る。教育機会の均等という思惑か らのこのよう

な教育制度は軍政期の韓国教育の現実に対する

過ちである。教育機会の拡大政策は,そ の程度

においてかな り限定されていたので,学 校教育

を社会移動の唯一の手段として作り上げること

になる。また学校教育の価値を大幅高ある役割
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を果たすのである。このような政策は,次 のよ

うな効果を持っている。一っは,教 育の膨張は

社会改革への要求か ら生 じる社会的な緊張を緩

和する安全装置として作用する。教育機会の拡

大政策は低階層の子どもたちに上層移動への可

能性をもたらした。 もちろん,実 際に経済的な

問題で子どもたちの教育機会は限 られていたの

である。教育機会拡大政策のもう一っの効果は,

教育が既存の社会秩序を正当化する手段として

拡大 したことである。特に多 くの韓国人は,儒

教文化 としての教育に対する信念や植民地経験

によって教育の力や価値に対 して強い神話を持っ

ていることから,こ のような教育の社会に対す

る正当化効果は韓国社会の中で一層強 くなって

きたのである。

6.お わ りに

植民地期の教育政策 は,従 来韓国人が持 って

いた教育に対する欲求をより強める結果をもた

らした。一っは,民 族主義的な抵抗が教育を媒

介に展開されることである。国権を取 り戻すた

めには全国民が近代的な知識を身につけないと

いけないという教育救国運動12)のことであるが,

社会の様々な主体が基になって行われた私立学

校の設立運動や,ま ずは韓国語を身につけよう

とする農村啓蒙運動13)が主な軸をなしている。

このような教育救国運動は結局のところ,日 本

の植民地政策の変動やそれに伴 う圧力によって

弱 まることにはなるものの,近 代韓国の学歴社

会が国家主義的な性格を強力に持っことにっな

がっている。そして もう一つは,高 等教育に対

する植民地教育政策があまりにも韓国人 には閉

ざされていたことである。私立学校令をはじめ,

4回 に及ぶ教育政策の改正の中には高等教育に

対する様々な制限 ・制約が含まれており,韓 国

人がこういった高等教育機関に進むことはかな

り難 しいことであった。14)したがって当時の高

等教育機関への進学は将来の安定 した職業や高
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い地位への直結を意味するものであった。

植民地36年 の間,韓 国は日本から強制的であ

りなが ら数多 く影響を受 けてきた。その中の一

っが学歴万能意識の形成である。当時日本は,

韓国人に対 して愚民化政策を行いなが らも,韓

国人の高学歴者,知 識人にはそれに相当する所

得や地位を保証 したのである。 このように学歴

によってその処遇に差をっけたのは高度の分割,

支配の植民統治手段でもあった。学問を立身出

世の手段として認ある儒教的な伝統15)と,日 本

の分割,支 配の植民統治によって作 られる学歴

社会 は,開 放以降にもより強 くなっていくので

ある。

アメリカ軍政期の教育政策は,ア メリカの対

韓国政策に基づいて抑圧されてきた韓国民たち

の教育への欲求にどのように答え られるのかと

いう形をとっていく。っまり,植 民地期の国家

主義的性格とは若干異なるものの,ア メ リカ自

由主義 をモデルにした新 しい国家を建設するた

めの教育政策が必要であったということである。

そしてこの時期教育政策の特徴は,一 つは,表

面的ではありながらも,教 育機会が拡大するこ

とである。植民地期の抑圧されていた教育機会

が保障されることによって,学 歴社会がより鮮

明に形作 られ るのである。二っは,解 放直後の

大学の再編および増加である。国立 ソウル大学

校設立をはじあとする大学の増設は,立 身出世

の伝統的な考え方に加えて実際に高級官僚への

道が高等教育だけに限られていたという事実 と

もっなが っている。 しかも国によって国の人材

を養成するという国家主導の教育政策の基本方

針が,い わばエ リー ト養成専門の国立 ソウル大

学校設立の過程にはすでに溶け込まれている。

韓国社会は形式的な学歴や学閥が実際の能力

より重要視される象徴的な学歴社会である。 こ

のように韓国社会が象徴的な学歴社会の性格を

持っようになったのは,歴 史的な,社 会構造的

な要 因 が複 雑 に働 い た結 果 で あ る。

韓 国 の学 歴 主 義 が生 み 出 す様 々 な問 題 は,学

歴 病 とい う言 葉 どお り も っ と も深 刻 な社 会 的 問

題 とな って い る。 入試 中心 の教 育 に よ る教 育 腐

敗 学 歴 ・学 閥 主義 に寄 生 す る教 育 不 条 理,私

教 育 費 の過 大 支 出 や学 校 教 育 に対 す る不 信 な ど

が挙 げ られ るが,こ れ は韓 国学歴 社会 の歴 史 的,

社 会 的背 景 を 見 る こ と に よ って,ま た再 解 釈 の

過 程 を 通 して 解 決 の出 口を 見 っ け る こ とが 出来

る。

植 民 地 期 と ア メ リカ軍 政 期 を経 て近 代 韓 国 の

学 歴 社 会 は形 成,強 化 され る のだ が,こ れ らの

よ り具 体 的 な 解 釈 の た め に は,お な じ時 期 に お

け る 日本 と ア メ リカ の教 育 政 策 や 全 体 社 会 の教

育 に対 す る認 識 を考 察 す る必 要 が あ る だ ろ う。

<注>

1)一 般的 には韓 日合併 が行 った1910年8月 か ら

1945年8月 まで の36年 間 をい う。 た だ,外 交 権

などを奪 われた1905年 の第2次 韓 日協 約(乙 巳

条約)を 植民地期 の始 ま りと見 る見解 もあ る。

一般 的 に植 民地 政策 の変 更 に よ って3つ の 時

期 区分 が な され て い るが,そ れ は無 断 統 治 期

(1910～1919),文 化政治期(1919～1931),戦 時

動員期(1931～1945)で ある。

2)1945年8月 の解放以 降1948年8月 に韓国 政府

が樹立す るまで,韓 国の南地 域で 実施 された ア

メ リカ軍 による軍統治期 間。

3)科 挙制 の起源 は中国で官僚 を先 発す るため に

考案 した制度 的装置 である。 隋時 代 に強力 な 中

央政権化 と競争 による有 能 な官僚 を先 発 す るた

めに考案 され,宋 時代 に は官 吏先 発制 度 と して

の科挙制度 が定着 する。 明 時代 の科挙 制度 は学

校制度 と共 に発展 する。 韓 国で は高麗 時代 に中

央政権化 の強化 のために定 着 し,朝 鮮 末期 まで

続 く。

4)カ ン ・チ ャン ドン,1994,「 韓 国の学歴主 義 形

成過程 と性格」,『教育社 会学 研究 』4(1),韓

国教育社会学会

5)R.P.ド ーア,松 居弘道 訳,1990,『 学 歴

社会 新 しい文 明病』,岩 波書店

6)1894年 従来 の文物制度 を近 代 的な 国家形 態 と

して改革 す る。 甲午更張 とも言 わ れ る。 開化 党

を中心 とす る開化派 は,経 済,軍 事,司 法 な ど

の部 門で一大改革 を試 み るが,そ の 中で もっ と
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も重視 されたのは社会 的改革 で あ った。 身 分制

度の撤廃,文 閥を超 え る人 材 の登用,両 班 階級

の撤廃 な どが主 な内容 であ る。 この改革 は,旧

制度を一新 する制度上 の近代 的改 革 と して の性

格を持 っているが,日 本 の侵 略意 志 によ って行

われた他律 的な改革 であ ったた め,大 きな反響

を起 こす ことにな る。

7)朝 鮮 の第26代 目の王。

8)朝 鮮 時代最高 の教育 機関。 朝鮮 前期 に官 吏 の

母集団 としての重要 な機 能 を も って いた成 均館

は,朝 鮮後期 に至 って は教育 財政 の不 足や科 挙

制度の不条理 か ら運営 の機 能 が弱化 す る。 開化

期に は韓 国の伝統 的儒学 と道 徳 を主 に教え て い

て,1946年 か らは成均館大学 にその伝統が続 く。

9)実 業学校 の数 は,1911年35校 だ った のが1917

年に は94校 にまで上 る。(大正10年 『朝鮮総督 府

統計年報』,朝 鮮総督府)

10)こ の表 は,学 部所管 の法 学校,官 立 漢城 師範

学校,官 立漢城高等学校,官 立 平壌 高等学 校,

官立漢城外 国語学校,官 立 仁川 実業 学校,農 商

工部所管 の農林学校,工 業 伝習 所,内 部 所管 の

大韓 医院医学校 と私立善 隣商 業学 校 の10校 卒 業

ための教育運動が全国的 に拡散 し,そ れが1906

～1911年 までの間 で私立学 校設 立 とい う形 で あ

らわれる。様 々な設立主体(特 定 の個 人,宗 中

や門中,各 種 団体や教会な ど)に よ って設立 さ

れ るこうした私立学校 は,そ の教育 程度 や類型

か らみて初等教育 を行 う学校 が もっと も多 く,

中等教育 や女性教育機関 もあ った。 商業 や農 林

業,工 業,鉱 業,医 学 などの実業中心 の学校 や,

法律,政 治経済分野 の専門教 育 を行 った専門,

あ るいは高等教育機関 もあ った。(官 ・公立学 校

数 一81校,私 立学校数 一2,225校,『 明治43年 警

務 部長会議席上俵学部次官演説要領』,1910)

13)民 族主義者 たち(主 に,学 生や 知識人)が 中

心 になって行 った農民 ・農村啓発運動 である。 こ

の時期 には,韓 国語 の普及 お よび識字 率 の向上

を主 な活動 の中心 にす る。

14)植 民地期 の制限 され た高等教 育 へ の進 学 は,

官 ・公立専門学校や京城帝 国大学 で はな い私 立

専 門学校へ の進学者 の増加を促 した。下 の図 は,

植民地期 における韓国人学 生 の高 等教 育機 関へ

の入学者数 を示 して いる。(資料:朝 鮮総督府 統

計年鑑,大 正1年(1912)～ 昭和15年(1940))

〈韓国人学生の高等教育機関への入学者数の変動〉

官立 専門

私 立 専門

京城 予科

京城学 部

公立専 門

生 の進路状況で ある。不 明 には,就 業未 定者 が

含 まれる。

11)解 放 直後,初 期韓国教 育 の基礎作 業 のた あ に

委員69名 と10分 科委員会 に構 成 され る政 府 の教

育計画 ・政策諮問機関。 この時期 お もに,弘 益 人

間の教育理念や国立 ソウル大 学設立 案 の作成 な

どの韓国政府樹立 この韓 国教育 の基盤 を作 る。

12)愛 国啓蒙運動 の教育部 門 に関す る私立 学校 設

立運動 を主 にい う。愛 国啓 蒙運 動 は1905年 を前

後 に,知 識人,官 僚,儒 学者 な どが学校 の設 立

や新聞 ・雑誌 の発刊,産 業振興 などを通 じて経 済

的,文 化的 な実力 を養成 す る ことに よ って 国権

を回復 しようとす る運動 の ことで ある。 救 国の

15)朝 鮮時代の統治理念 として儒教 思想 は,当 時

の各種教育機関のなかで主 な教育 内容 と して 含

まれて いる。四書(大 学,論 語,孟 子,中 庸)

五経(礼 記,春 秋,詩 傳,書 傳,周 易)を 中 心

に儒教 の忠 ・孝 ・仁 ・義 ・礼 ・智 ・信 を教え た

教育機関(成 均館,四 学,郷 校 な ど)の 授業 内

容 は,そ の まま科挙試験 にっなが って いて人 材

登用や教育振興を促 すため の もので あ った。 し

か し,結 果的 には個人 の立身揚名 の手段 にな り,

む しろ正常な学問の発展 を 阻害す る要 因 にもな

る。
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佛教大学大学院社会学研究科博士課程)

         Formation of a Korean Credential Society 

           in the Modern and Present Concept 

 — The period of Colonial and U .S. Military Government in korea  — 

                                                     Byungho Jeon 

 This paper aims at seeing the formation process of the credential society of modern 
Korea. I want to see the deployment, when a Korean credential society assumes the 
period of U.S. Military Government and Colonial where a modernistic educational sys-
tem began to be especially carried out concretely also in the process, and immediately 
after release as time when it is strengthened and established. 

 The educational policy of the period of Colonial brought about the result which 
strengthens more the desire to the education which Koreans had conventionally. The 
educational policy of the period of U.S. Military Government is the form how it can 
reply to desire in the Korean people's education oppressed based on a U.S. policy to-
ward Korea, and takes the concrete plan of expansion of an educational opportunity, 
reorganization of a university, and an increase. 

Keyword: credential society, the desire to education, the educational policy of the period 
        of Colonial, the educational policy of the period of U.S. Military Government, 

        expansion of an educational opportunity

佛大社会学 第27号(2002)


